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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　検診の検査項目毎の検診にわたる検診者個人の長期の健康監視の業務についての一貫し
たシステムを備えている検診者のための定期又は不定期に健康状態を診断する巡回移動式
検診システムであって、このシステムは、超音波検査手段、聴力検査手段及びＸ線直接撮
影検査手段を装備する車両であって、該車両は、運転室、運転室後部に設けられた制御室
及び該制御室の後部に設けられた検診室を有し、該制御室は、その中央にコンピュータ制
御部、その左右にそれぞれＸ線制御部及び超音波制御部と聴力検査制御部を備えてなる車
両を用いる移動検診車、検診車本部、Ｘ線読影機関、検査機関及び検診者からなり、一又
は二以上の通信回線によって相互に結ばれ、処理すべきデータを相互に交換することによ
り、全体として巡回移動式検診システムを構築する巡回移動式検診システムにおいて、
１．検査時に記録された移動検診車のファイル装置の検査データを通信回線を介して検診
車本部に送信する通信制御手段、
２．さらなる検査の必要な場合には、指定された検査依頼書の手続基準に基づいて作成さ
れた検査データを通信回線を介して検査機関の通信制御装置に送信するための検診車本部
の通信制御装置、
３．前記通信回線を介して送信されたデータが検診車本部の通信制御手段によって受信さ
れ、受信されたデータが記録される検診者毎の検診車本部の蓄積記録手段、
４．前記蓄積記録手段から読み出された現在及び過去のデータを通信回線を介してＸ線読
影機関に送信する前記検診車本部の通信制御手段、
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５．前記通信回線を介して送信されたデータが受信されて記録される前記Ｘ線読影機関の
記録手段、
６．前記Ｘ線読影機関で読影され、必要な場合に必要個所に印を付けた所見データを前記
通信回線を介して前記検診車本部に送信する前記Ｘ線読影機関の通信制御手段、
７．前記通信回線を介して前記Ｘ線読影機関より送信されたデータが前記検診車本部の前
記通信制御手段により受信され、受信されたデータが記録される前記検診者毎の検診者の
蓄積記録手段、
を特徴とする巡回移動式検診システム
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、定期的又は不定期に検診を必要としているか、又は適宜に健康診断による
検診を希望している者（以下、「検診者」という）が、病院などの通常の検診機器を備え
た場所でなく、現地、例えば検診者の勤務場所あるいは住居地の近辺で、定期的もしくは
不定期に、又は必要時に総合的な検診を受けることができる巡回移動式検診システムに関
する。
　また、本発明は、超音波検査及び／又はＸ線直接撮影検査に関する検査手段は車載状態
で、それ以外の検診手段は車外の適宜の個所において検診車で現地まで搬送した機器を設
置した状態で実施する巡回移動式検診システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　通常、疾病の早期発見や生活習慣病の予防などを目的とする人間ドック等の検診を希望
する場合には、検診者自らが病院に出向いて、病院の建物内で設置されている器具・装置
により検診を受けていた。しかし、勤労者などが病院で受診する場合には、往復時間、病
院での待ち時間などで仕事が出来ずその為休暇を取らねばならず、簡便・容易に受診する
ことができないという問題があった。
　一方、Ｘ線による間接測定等については、一般的に巡回検診により現地で受診すること
もできるが、画像の分解能の点で早期癌の発見の判定が困難で再度直接Ｘ線撮影である精
密検査を病院で受診しなければならないこと、また、通常、巡回検診等では、飽食時代の
現在、医療問題である生活習慣病の早期発見に効果的な下腹部の検診の為の超音波検査装
置が装備されておらず、このため超音波による下腹部による検診等はその目的のみのため
に病院に出向いて検診を受けねばならないことにより、検診者、特に勤労者にとって時間
的にも、経済的にも不利であり、不便であった。
【０００３】
　上記の対費用効果的な高価な検診機器が装備された巡回車が実現した場合でも、専門分
野が深く日進月歩する医療技術分野において質の高い検診を受けるためには、画像を的確
に読影等により判定できるその分野の医者に診てもらうことが必要で、その医者の病院に
予約し、検診者本人が出向かねばならず、上記と同様に検診者に不利で、不便であった。
競争優位をめざして合理化を徹底的に進める企業にとっても、企業の現地で、従業員が法
定検診や人間ドックの検診を容易、且つ低コストで受診出来ることは、就業時間の効率的
管理や健康増進による健康保険組合のコスト削減の点からも、その実現が望まれていた。
　さらに、上記の効果的な検診可能な高価な機器を巡回車に装備し、質の高い読影などで
質の高い検診を実現したとしても、法定検診や一般的検診に係る一連の業務、例えば、身
長体重の測定、採血、血圧測定、心電図測定、検体の受領と検査機関等の依頼等、検診結
果に基づく医師の所見、診報告の作成などが無駄を廃し効果的に行わなければ、検診者が
利用しやすい低料金で質の高い法定検診や人間ドックに代表される検診サービスを巡回車
で提供ができないという問題があった。また、検診車には積載スペースの制限があり、他
方、医療機器は精密性を要求されるもの又は放射線を用いた測定機器のように法規制で遮
蔽の定められた検査機器もあり、この両者の要件を満たした巡回式検診システムを本発明
者らは開発した。
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【０００４】
　適宜の検診装置を装備した巡回式検診は公知であり、例えば、放射線画像情報記録読み
取り装置に工夫を加えた放射性撮影装置を巡回車に積載し、各所に移動し、検診を行う移
動検診車（特開平３－１５４４９号公報）、運転室及び治療室を有する歯科医師車であっ
て、市中を巡回したり、僻地診察又は寝たきりのお年寄りのための歯科治療を行う歯科往
診車及びこれに好適に使用される患者搬送装置（特開平９－０３８１１７号公報）、歯の
検診を能率よく行えるＸ線撮歯科移動診療車（特開２０００－１８９４０８号公報）、撮
影室の空きスペースを拡大し小型化したレントゲン検診車（特開平６―２７７０３号公報
）、被災地等で担架に乗ったままでＣＴスキャナの診断を受けられるＣＴ検診車（登録実
用新案第３０２７７６９号）、車牽引車両やヘリコプター等の搬送手段により適宜移動が
可能であり、病院内設備の一部を具備した複数のコンテナー車両を据付現地にて連結して
全体として病院設備を形成し、大規模な災害の発生地や紛争勃発地域、僻地等、医療設備
が行き届かない地域にて緊急的に多くのけが人や病人が発生した際に、比較的多数の患者
を総合的に診察、医療措置が可能な移動病院システム（特開平２０００―１４２２１１号
公報）、視力測定の検眼システムに係り、視力測定の出張をサービスを目的として、必要
な設備及び機材の全てを装備した視力測定車（登録実用新案第３０１８８６９号）、運転
室と治療室を有する歯科往診治療車であって、僻地における歯科治療、寝たきりの人の歯
科治療を行うための歯科往診治療車（登録実用新案３０６９５７０号）などが知られてい
る。しかし、従来、総合的な検診を車載装置で実施するにはスペース上で無理があるので
、車載装置では特定の機器による部分的な検診しか実施できなかった。
【０００５】
　検診者の便宜を図るため上記巡回式検診車による検診については、法定検診等の検査項
目の内の一部、例えば、間接Ｘ線撮影等を現地で受診できることや、直接Ｘ線撮影を現地
で受診できること（特開平３―０１５４４９号公報、特開平６―２７７０３号公報）、視
力測定のための視力検査車による視力検診を受診できることなど（特開平９―０３８１１
７号公報）、その歯科医療治療のための歯科往診車による巡回治療がうけられる（特開平
９―０３８１１７号公報、特開２０００－１８９４０８号公報）こと、及び検診コストの
採算を考慮しなくとも良い公益のために、ヘリコプターの搬送により災害地に病院施設を
形成し移動病院システムで受診もできることなど（特開平２０００―１４２２１１号公報
、登録実用新案第３０２７７６９号）も提案された。しかし、検診車の積載スペースの制
限、検査機器の遮蔽や精密性維持の問題を解決した、現地あるいはその場で総合的に健康
診断を実施できる巡回式検診システムは未だ知られていない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　現在社会では、一般に医療の分野の成人病健診や法定健診では、その性格上生活習慣病
の早期発見を目的とし、その予防は長期的に検診者の生活習慣を変える努力が必要と認識
されており、その効果は、Ｘ線等による内臓検査など一部の検診に限るのではなく、内臓
全般を広い観点から検診することで確認するのが最も有効な方法と認められている。かか
る有効な検診が容易に実施されないとすれば、湿病の発見が遅れ、治療期間の長期化と医
療の高度化に伴う医療費の増大する現実を鑑みれば、対費用効果の高い多角的な健診で湿
病、特に生活習慣病の早期発見が最も重要と認識されている。
【０００７】
　他方、早期発見の点からみれば、ＣＴ検査、ＭＲＩ検査等も考えられるが、そのために
は必要又は希望に応じて時間を犠牲にして病院に出向いて受診せざるを得なかった。また
、検査に要する費用も高く、対費用効果も良くなかった。時間的、費用的にも可能な限り
検診者の近辺で検診するのが最も効率的ではあるが、検診実施者（医者、検診業者）が計
画しても、莫大な設備投資がかかり、経済的な成り立ちが難しかった。
　上述するように、対費用効果の高い生活習慣病の早期チェックと疾病の早期発見を目的
とする巡回式人間ドック等によって、下腹部まで含めた超音波の検査、直接Ｘ線撮影検査
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、自己採取法細胞検査等の広い観点からの検診を、これを装備した巡回検診車で、検診者
、特に勤労者等に利用しやすい価格で、人間ドック等の医療サービスの提供が、検診を受
ける者の勤務地や居住地などの現地（工場、営業所、自治会館などを含む）でのサービス
システムの実現が望まれているが、現実にはほとんど現実化されていない。本発明におけ
るような巡回式人間ドック等の医療サービスの実現は、医療費の増加を抑えつつ質の高い
人間ドックの診断サービスを提供することにより国民の健康を改善することにつながるこ
とから、医療費が高騰していく現在、医療費のコスト低減という社会的要請に十分に応え
ることができる利便性の高いシステムである。　
　本発明者らは、検診車の積載スペースの制限を考慮して、完全遮蔽や精密性の維持の要
求される検査機器を効率的に配置し、それ以外の機器は現地の適宜の個所で実施するとい
う総合的な巡回式検診システムを開発することに成功した。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の巡回式検診システムでは、胃、腸、胸部、内蔵及び下腹部並びに採血検査に適
した検診に必要な機器は、適宜、移動検診車自体に装備し、それ以外の検査機器を車外の
適宜の個所に設置し、検診希望者を健康状態を総合的に検診することを特徴とするもので
ある。
　上記移動検診車に装備の必要な機器としては、超音波検査及び／又はＸ線直接撮影検査
のための検査機器が挙げられる。
　すなわち、本発明には、胃、腸、胸部、内蔵及び下腹部並びに採血検査に適した検査診
手段を移動検診車に装備させ、該検診車で現地で検診受診者を検診する巡回移動式検診シ
ステムにかかるものであるが、検診者の長期にわたっての検診情報を一元的に管理するシ
ステムも含まれる。
【０００９】
　すなわち、本発明の巡回移動式検診システムにおいて、各検査手段から読み出されたデ
ータが通信回線を介して通信制御手段により送信される通信制御手段、通信制御手段によ
ってデータが送信される通信回線手段、通信回線を介して送信されたデータが記録される
検診者毎の検診者蓄積記録手段、記録手段から読み出された現在及び過去又は現在のデー
タが通信回線を介して該データの読影者に通信制御手段により送信される通信制御手段、
通信制御手段によってデータが読影者に送信される通信回線手段、通信回線を介して送信
されたデータが記録される読影者の記録手段、変換記録手段から読み出されたデータを表
示する表示手段により表示されたデータが必要な場合に読影者が判断をした個所に印を付
してデータを編集する編集手段、該編集手段により表示されたデータと共に読影者の所見
が記録される上記記録手段、当記録手段から読み出されたデータが通信回線を介して上記
通信制御手段により送信される上記通信制御手段、通信制御手段によってデータが送信さ
れる上記通信回線手段、及び通信回線を介して送信されたデータが記録される検診者毎の
蓄積記録手段を備えることも特徴とするものである。
【００１０】
　また、本発明における巡回移動式検診システムは、上記手段のいずれかに加えて、生活
環境習慣病の予防や疾病検診のために必要な所定の検査に必要な血液検査、尿検査等の検
体を提携検査機関に依頼し、その検査結果を取得する場合に、検体に関する情報を移動検
診車の端末より入力し、記録する入力記録手段、入力記録手段から読み出されたデータが
記録される記録手段、入力されたデータを確認のため表示させる表示手段、記録手段から
読み出されたデータを通信回線手段を介して送信する通信制御手段、通信制御手段によっ
てデータが送信される上記通信回線手段、通信回線手段を介して送信されたデータが記録
される検診者毎の上記検診者蓄積記録手段、記録手段に記録されたデータが記録手段に予
め記録された所定の検診規則のデータに従って検査のため各検体ごとに定められた所定の
検査日程、検査項目等について加工処理される加工処理手段、該手段によって処理された
データが記録される上記検診者蓄積記録手段、該手段に記録されたデータを該当する検体
の検査機関宛てに通信回線手段を介して送信する通信制御手段、通信制御手段によってデ
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ータが送信される通信回線手段、通信回線手段を介して送信された指示データが記録され
る検査機関の記録手段、記録手段に記録された指示に基づき別途送付された検体が検査さ
れてその結果が記録される上記記録手段、記録手段から読み出されたデータを通信回線手
段を介して送信される通信制御手段、通信制御手段によってデータが送信される上記通信
回線手段、通信回線手段を介して送信されたデータが記録される検診者毎の上記健診者蓄
積記録手段、通信回線手段を介して送信されたデータが記録手段に予め記録された所定の
検査基準のデータに従って各検体ごとに定められた所定の検査項目毎に自動的に判定をす
る検査項目判定手段、該手段により判定がされた結果が記録される上記検診者蓄積記録手
段及び記録手段に記録された判定結果に基づき医者の所見が必要な場合に記録される上記
検診者蓄積記録手段を有することにより検診者毎の血液、尿、肝機能、腎機能等の検診結
果報告が自動的に、簡便に作成できることを特徴とする巡回移動式検診システムを採用す
ることも特徴とするものである。
【００１１】
　さらに、本発明における巡回移動式検診システムは、検診者が希望する場合には、上記
いずれかの手段に加えて、検診者記録手段から読み出されたデータが通信回線を介して通
信制御手段により検診者に送信される通信制御手段、通信制御手段によってデータが送信
される上記通信回線手段、通信回線を介して送信されたデータが記録される記録手段、記
録手段のデータが表示される表示手段を有することによって過去から現在までの検診結果
を容易に知ることができるより自己の健康を常に監視することができることを特徴とする
巡回移動式検診システムを採用することも本発明に含まれる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明では、巡回移動式検診システムにおいて、生活習慣病の予防のチェックや疾病の
早期発見を目的として行われる法定検診や人間ドックによる検診が、検診を受ける者の勤
務地や居住地などの現地で移動検診車により行われるが、この際、上記目的を達成のため
に対費用効果の高いものと認められている胃、腸、胸部、内蔵及び下腹部並びに採血検査
に適した直接撮影Ｘ線装置、超音波撮影装置などの検診装置や採血用器具などを移動検診
車に装備させて検診のための検査を行うことを特徴とするものである。また、検査後は、
臨床技術が高度・複雑化した今日、精度の高い装置で撮影された画像の判定などが検査項
目毎に提携した専門分野毎の造詣の深い臨床医や大学教授により行われることにより検診
の判定の精度と信頼性を高めることから、わざわざその診断に関し造形の深い医者のいる
病院に出向いて順番を待って検診を受けなくとも当該病院で受診するのと同様の質の高い
検診を容易に実現できることをも特徴とするものである。
　さらに、本発明では、現在及び過去の検診者の検診に関する検査データ、医師の所見及
び検診者の申告した健康状態又は治療時のデータが一定の法則に従って検診判定に利用し
易く、自動的に整理・蓄積されているので、かかるデータベースに基づき検診の結果の報
告書が自動的になされることにより省力化を図ることができる。また、この報告書を医師
が見て問題がなければ、医師の責任を明確化するために当該医師が署名してそのまま検診
報告書とするものであるが、必要な場合には医師が所見を追加することにより検診報告書
として極めて客観的且漏れの無い質の高い検診の報告書を簡便に作成することができる。
【００１３】
　検診の検査項目毎の検診にわたる検診者個人の長期の健康監視の業務についての一貫し
たシステムを備えている検診者のための定期又は不定期に健康状態を診断する巡回移動式
検診システムであって、このシステムは、超音波検査手段、聴力検査手段及びＸ線直接撮
影検査手段を装備する車両であって、該車両は、運転室、運転室後部に設けられた制御室
及び該制御室の後部に設けられた検診室を有し、該制御室は、その中央にコンピュータ制
御部、その左右にそれぞれＸ線制御部及び超音波制御部と聴力検査制御部を備えてなる車
両を用いる移動検診車、検診車本部、Ｘ線読影機関、検査機関及び検診者からなり、一又
は二以上の通信回線によって相互に結ばれ、処理すべきデータを相互に交換することによ
り、全体として巡回移動式検診システムを構築する、
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１．検査時に記録された移動検診車のファイル装置の検査データを通信回線を介して検診
車本部に送信する通信制御手段、
２．さらなる検査の必要な場合には、指定された検査依頼書の手続基準に基づいて作成さ
れた検査データを通信回線を介して検査機関の通信制御装置に送信するための検診車本部
の通信制御装置、
３．前記通信回線を介して送信されたデータが検診車本部の通信制御手段によって受信さ
れ、受信されたデータが記録される検診者毎の検診車本部の蓄積記録手段、
４．前記蓄積記録手段から読み出された現在及び過去のデータを通信回線を介してＸ線読
影機関に送信する前記検診車本部の通信制御手段、
５．前記通信回線を介して送信されたデータが受信されて記録される前記Ｘ線読影機関の
記録手段、
６．前記Ｘ線読影機関で読影され、必要な場合に必要個所に印を付けた所見データを前記
通信回線を介して前記検診車本部に送信する前記Ｘ線読影機関の通信制御手段、
７．前記通信回線を介して前記Ｘ線読影機関より送信されたデータが前記検診車本部の前
記通信制御手段により受信され、受信されたデータが記録される前記検診者毎の検診者の
蓄積記録手段、
を特徴とする巡回移動式検診システム。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　当該医師は、検診結果を検診者に知らせるばかりでなく、検診結果によっては二次精密
検査又は治療が必要な場合には、検査又は治療に最も適した医療機関に臨床技術分野別・
地域別に予め登録されたデータベースから選別され提示することができる。提示された医
療機関中から検診者の希望する地区の医療機関又は検診者が希望するときは、検診者の掛
かりつけの医療機関宛ての二次検診依頼書又は治療依頼書が自動的に作成され、検診者に
送付される。検診者は該依頼書を該医療機関に持参すれば、日進月歩する臨床技術分野に
おいて検診者自らが到底選択できなかつた最新の技術と設備を持った医療機関で最適の精
密検査や治療が受けられ、二次検診や該治療の結果のデータは上記データベースに反映さ
れ、データベースが常に検診者毎の過去から現在までの最新のファイルに更新されること
により検診者の健康状態が把握される。また、検診者が希望する場合には、データベース
を検診者に提供することにより、又は検診者の必要に応じてデータベースにアクセスでき
る機会を与えることにより、長期間にわたる生活習慣病の克服や健康維持・改善等を目指
す検診者にとって好適の資料を提供することまでも可能とする巡回移動式検診システムを
特徴とするものである。
【００１５】
　すなわち、従来、実施されていた、例えば、放射性撮影装置を巡回車に積載し移動検診
車、歯の検診を能率よく行えるＸ線撮歯科移動診療車、被災地等で担架に乗ったままでＣ
Ｔスキャナーの診断を受けられるＣＴ検診車、ヘリコプター等の搬送手段により病院内設
備の一部を具備した複数のコンテナー車両を現地で据付け・連結して病院設備を形成し紛
争勃発地域などで緊急的に多くのけが人などを総合的に診察・医療措置が可能な移動病院
システム、視力測定の出張サービスを目的として必要な設備及び機材の全てを装備した視
力測定車、僻地における歯科治療や寝たきりの人の歯科治療を行うための歯科往診治療移
動検診車による巡回移動検診車やそのシステムによる検診サービスは、一時的に法定検診
の一部の検査項目を対象とし又は災害地等における公益のための救急の医療を対象とする
ものであるのに対し、本発明では、個人の長期的に亘る疾病の早期発見や生活習慣病の検
診を目的とすることから多角的な面から検診するため検診項目が多岐にわたること、この
ため対費用効果の高い胃、腸、胸部、内蔵及び下腹部並びに採血検査に適した直接撮影Ｘ
線装置、超音波撮影装置などの検診装置や採血用器具などを移動検診車に装備させ、検診
を行い、精度の高い装置で撮影された画像の判定などが検査項目毎に提携した専門分野毎
の造詣の深い臨床医や大学教授によりおこなわれること及び検診等に係る業務を一貫した
システムとして構築することにより質の高い検診を低コストで実現させることにある。
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【００１６】
　本発明の巡回移動式検診システムを図で説明する。
　図１は、本発明の巡回移動式検診システムの全容を示す。図２は、本発明の実施形態で
ある移動検診車を上から見た見取り図である。
　図２にあるように、移動検診車１は、運転室１０１、運転室後部に設けられた制御室１
０２及び制御室の後部に設けられた検診室１０３を有する。制御室は、その中央にコンピ
ュータ制御部１００、その左右にそれぞれ該制御部により制御されるＸ線直接撮影装置を
制御するＸ線制御部１０４及び超音波制御部と聴力検査制御部１０５を有する。
【００１７】
　検診室１０３は、Ｘ線制御部により制御されるＸ線発生部１０８とＸ線撮影台１０９を
有するＸ線撮影室１０７、超音波制御部により制御される超音波号発生部と組織境界で反
射するエコーを検出する検出部１０６が設置されている超音波検診室、聴力検査制御部の
制御に従って伝送される信号が音声に変換される音声変換機、受話器及び該音声に対して
検診者が応答する信号を伝送する伝送部を有する聴力検査防音室、現地で検診時に移動検
診車から搬出して外で検診場所を作るために利用される組み立て式テント、折りたたみ式
の簡易ベッド及び机椅子などを現地に到着するまで一時的に保管しておく場所や検診時移
動車の外テント等で法定検診を行うために必要な心電計、血圧計などの検査装置、尿試験
紙や血影採取用の備品などや検診の受付や検体処理を管理するためのＰＣなどを保管した
り、あるいは他の機器を搬送するための保管・搬送スペース１１０～１１２を適宜設けて
おく。
【００１８】
　図１は、図２に示された上記移動検診車を利用して、巡回移動式検診システムの概要を
表わすものである。
　図１にあるように、本発明の巡回移動式検診システムは、検診車本部２、移動検診車１
、Ｘ線読影システム、検査機関システム及び検診者（企業の従業員、自治体の構成員を含
む）システムの（ＰＨＳ、携帯電話、電子手帳などの携帯端末を含む、以下同様）何れか
２つ以上のものがシステムの全部又は一部を一又は二以上の通信回線（有線、無線、衛星
通信を含む）６（以下同様）によって相互に結ばれ、各システムが処理すべきデータを相
互に交換することにより、全体として巡回移動式検診システムを構築するものである。
【００１９】
　検診を受けようとする者は、検診者３の入力装置３３に自己のパスワードとアイデンテ
ィフィケーションナンバー（以下「登録ナンバー」という）、受診申込みに関するデータ
を入力し、該入力されたデータが記録装置３２記録され、記録されたデータが通信制御装
置３１により通信回線を介して検診者本部のシステムに伝送され、登録ナンバーが検診者
本人と認められると蓄積ファイル装置２３に伝送されてきたデータが記録される。記録さ
れたデータに基づき検診車稼動ファイル装置２３に記録されたにデータと比較し、検診者
の空いている日時が検診者蓄積登録ファイル装置２３に記録される。記録された検診予定
日時のデータ、検診者蓄積ファイル装置２３から読み出された検診者の過去の検診結果と
検診者の健康状態申告書データ及び検診関係書式ファイル装置２３から読み出された検診
申込み書の書式データ（健康状態申告書を含む）などが、検診車本部２の上記通信制御装
置２１により上記通信回線６を介して検診者３のシステムに送信され、該送信されてきた
データが検診者の上記通信制御装置３１により記録手段３２に記録、表示装置３４に表示
される。
【００２０】
　表示された検診予定日時データに検診者の都合の良い日時の選択データを入力装置３３
により入力することにより、表示されたデータが特定されて検診日時が決定され、該表示
された検診申込み書のデータに検診申し込みに必要な記載事項のデータを入力装置より追
加することにより表示されたデータが編集され検診申込み書が作成される。申込み作成の
際に、送信されてきた検診者の過去の検診データ・所見や健康状況のデータも健康状態が
把握され易いように一目瞭然に表示されるので、検診を受けるたびに自己の生活環境（食
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事）を簡単にレビューできる。
【００２１】
　決定された検診日時や検診申込み書のデータは、記憶装置３２に記録されると同時に、
上記と同様に通信制御装置３１により通信回線６を介して検診車本部２に送信され、送信
されたデータが通信制御装置２１により検診者蓄積記録ファイルに記録され、記録された
決定された検診日時などのデータが検診者稼動ファイルに記録され、記録されたデータに
基づき当日の検診者が特定され、該特定された検診者に、検診者蓄積ファイル装置２３か
らから読み出され検診日時、検診者名、検診場所、検診項目等や検診番号等、検診日当日
に必要な備品等のデータが検診者３に送信される。
　すなわち、通信制御装置１１により通信回線６を介して受診されたデータが移動検診車
１の検診者ファイル１３に記録され、検診者の出動日程のデータファイル装置１３が更新
される。検診者のスケジュ－ル表が作成される。
【００２２】
　検診当日は、予め検診関連ファイルに記録された検診が行われる検診場所の地図のデー
タがファイルから読みだされて表示装置１７に表示され、この表示された地図に従って移
動検診車１が運転され、現地に到着する。この間に、検診準備のために検診者の検診に必
要な書類に検診番号が付されて出力装置１５から出力され、検診の際に使用される検診受
付・管理用の複数のＰＣパソコン（以下ＰＣという）の記録装置に、検診に必要なデータ
がファイル装置１３からｌｏａｄされ、準備の事前準備が完了する。
　現地では、移動検診車からは、移動検診車に装備されている機器、例えばＸ線直接撮影
検査装置や超音波検査装置以外の検診装置を運び出し、予め定められた臨時の検査会場又
は検査用簡易テントの中に組み立てた簡易ベッド、検診装置（心電計など）と移動検診車
のシステムにケーブル又は回線を接続されたＰＣなどを配置することによって検診準備を
完了する。
【００２３】
　検診の際は、予め送付し、又は当日手渡したバーコード（検診者名又は検診番号などに
関する）ラベルが付された検便用の検体などの受理手続きが、検体と検診者を確認してそ
のデータがＰＣに入力されＰＣの記録装置に記録される（図示せず）。この場合、バーコ
ード読取装置で該バーコードを読み取らせ、読み取らせたデータをＣＳＶ変換装置（図示
せず）で変換して記録装置に記録しても良い。さらに、バーコードを付さずに検診者の氏
名又は検診番号で管理しても良い。採取された血液の検体についても上記と同様に検体が
処理されて、そのデータが上記記録装置に記録しても良い。
【００２４】
　直接Ｘ線撮影においては、該撮影を受けようとする検診者の氏名が入力装置１６に入力
され、入力された氏名のデータが移動検診車ファイル装置１３に記録され、記録された氏
名のデータに対応するものが検診受付の際に検診者に手渡された上記検診番号ラベルに記
載された検診番号と一致すると、直接Ｘ線検査装置１９に撮影開始信号が与えられ、撮影
された画像データはフイルム（図示せず）及び／又は後に送信されるべき信号として検診
者ファイルに記録される。
　同様に、超音波検査においても、該撮影を受けようとする検診者の氏名が入力され、入
力された氏名のデータが移動検診車のファイル装置１３に記録され、記録された氏名のデ
ータに対応するものが検診受付の際に検診者に手渡された上記検診番号ラベルに記載され
た検診番号と一致すると、該超音波検査装置１８に検査開始信号が与えられ、検査された
画像データはフイルム（図示せず）及び／又は後に送信されるべき信号として検診車のフ
ァイル装置１３に記録される。
　聴力検査、超音波検査においても、移動検診を受けようとする検診者の氏名が入力装置
１６に入力され、入力された氏名のデータが移動検診車のファイル装置１３に記録され、
記録された氏名のデータに対応するものが検診受付の際に検診者に手渡された検診番号ラ
ベルに記載された検診番号と一致すると、聴力検査装置や超音波検査に検査開始信号が与
えられ、検査されたデータが後に送信されるべき信号として移動検診車のファイル装置１
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３に記録される。
【００２５】
　心電図の検査では、検査を受けようとする検診者の氏名がＰＣの入力装置に入力され、
入力された氏名のデータがＰＣの検診車のファイル装置１３に記録され、記録された氏名
のデータに対応するものが検診受付の際に、検診者に手渡された上記検診番号ラベルに記
載された検診番号と一致すると、心電計に検査開始信号が与えられ、検査された検査デー
タは後に送信されるべき信号としてＰＣの検診車ファイルに記録される。
　その他の検診検査項目は、検査を受けようとする検診者の氏名がＰＣの入力装置に入力
され、入力された氏名のデータがＰＣの検診車のファイル装置１３に記録され、記録され
た氏名のデータに対応するものが検診受付の際に検診者に手渡された検診番号ラベルに記
載された検診番号と一致すると、検診準備の際に検診者１の検診関係書式のファイル装置
１３から読み出されたフォーマットデータがＰＣの記録装置に予め記録され、記録された
検診者毎に作成されたフォーマットデータのファイルに検査したデータが検査項目毎にＰ
Ｃのファイル装置１３に記録される。
【００２６】
　検診終了後、ＰＣの記録装置に記録された検査に関するデータが検診者の検診車ファイ
ル装置１３にＵＰ ＬＯＡＤされ記録され、検診者毎に検査データが検診者ファイル装置
１３に作成される。該ファイルから読み出された検査データが通信制御装置１１により通
信回線６を介して検診車本部に送信され、該送信されたデータが通信制御手段２１により
受診され、受診されたデータが検診者毎に検診者蓄積記録ファイル装置２３に検査データ
ファイルとして記録される。また、検査機関で検体の検査を必要とするものは、予め検査
を依頼する検体の種類、検査項目、検査報告書式、納期、依頼手続き等を取り決めておい
た各検査機関等に関するデータが記録された検査依頼ファイル装置２３の手続き基準デー
タに基づき、各検査機関ごとに検査依頼すべき検体、検査項目、納期等が指定された検査
依頼書が自動的に作成され、作成された検査データが検査依頼ファイル装置２３に記録さ
れるとともに各検査機関に送信され、同時に検体も郵送される。
【００２７】
　検査依頼ファイル装置２３から読み出された検査依頼書のデータと検査関係書式ファイ
ルから読み出された書式に関するフォーマットのデータが、通信制御装置２１により通信
回線６を介して検査機関に送信され、送信されたデ－タが検査機関の通信制御装置５１に
より受診され、受診されたデータがファイル装置５３に記録される。記録された検査依頼
書のデータの指示に基づき、別途送付された検体について検査がおこなわれ、検査された
データが検体毎に作成された上記フォーマットに合致して作成され、作成されたデータが
ファイル装置５３に入力装置を介して入力され、入力された検査データが通信制御装置５
１により通信回線を介して検診車本部に送信され、送信されたファイルが通信制御装置２
１により受診され、受診された検査ファイルが検診者毎の検診者蓄積ファイル装置２３に
検査データファイルとして記録される。
【００２８】
　一方、Ｘ線撮影のように読影を必要とするものは、予め読影依頼する検査の種類、臨床
上の読影項目、読影報告書式、所見、納期、依頼手続き等を取り決めておいた各読影機関
等に関するデータが記録された検査依頼ファイル装置２３の手続き基準データに基づき、
各読影機関ごとに読影を依頼すべき検査項目、納期等が指定された読影依頼書（のデータ
）が自動的に作成され、該作成された読影依頼書（のデータ）が検査依頼ファイル装置２
３に記録されると同時に検診車ファイル装置１３から読み出された読影対象のデ－タが各
検査機関に送信される。送信されたデータが読影機関の通信制御装置４１により受診され
、受診されたデータがファイル装置４３に記録される。記録された読影依頼書のデータの
指示に基づき読影されたデータの所見データが、必要な場合は読影した個所に印が付され
た上で、検診者毎に作成された上記フォーマットに合致したデータファイルとし報告書書
式で作成され、作成されたデータがファイル装置４３に記録され、記録された読影データ
が通信制御装置４１により通信回線を介して検診車本部に送信され、該送信されたファイ
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ルが通信制御装置２１により受診され、受診された該読影データが検診者毎の検診者蓄積
ファイル装置２３に検査データファイルとして記録される。
【００２９】
　上記検診者毎の検診者蓄積ファイル装置２３に記録されている検査項目に関する検査デ
ータ等は、一定の基準に従って統一した検査データファイルとしての構造を有する。従っ
て、検査データなどを検診基準ファイル装置２３に予め記録された基準のデータと対比し
て合否判定を行う検査項目により判定され、判定された結果が検診報告書案として自動的
に作成され、作成された報告書案のデータが検診者毎の検診者蓄積ファイル装置２３に記
録される。上記ファイルから読み出された検診報告書案のデータを表示する表示装置２７
により医師に報告書案が表示され、医師の所見が必要なときに入力装置より医師の所見の
データが入力され報告書案のデータに加えられた場合を除き、報告書案に医師の電子署名
が入力装置よりなされ、該署名がされたデータは検診者毎の検診者蓄積ファイル装置２３
に正式の検診報告書のデータとして記録される。検診者が希望するときは、記録された該
報告書データが、公開鍵方式で検診者に心配させることなく送信され、検診者の自己の健
康管理の貴重なデータとして活用できる。
【００３０】
　検診結果により二次精密検査又は治療が必要と認めるときは、検査又は治療に最も適し
た医療機関が臨床技術分野別・地域別に予め記録された医療機関ファイル装置２３のデー
タベースから選別されて検診者に提示され、提示された医療機関中から検診者の希望する
地区の医療機関又は検診者が希望するときは、検診者の掛かりつけの医療機関宛ての二次
検診依頼書又は治療依頼書が検診者蓄積ファイル装置２３のデータに基づき出力装置２５
から自動的に作成されて検診者に送付され、依頼書を検診者は該医療機関に持参すれば、
日進月歩する臨床技術分野において検診者自らが到底選択できなかつた最新の技術と設備
を持った医療機関で最適の精密検査や治療が受けられる。
【００３１】
　二次検診や該治療を受けた際のデータは、検診者蓄積ファイルのデータベースに反映さ
れ、データベースが常に検診者毎の過去から現在までの最新のファイルに更新されること
により検診者の健康状態が把握され、検診者が希望する場合には、データベースを検診者
に提供することにより、又は検診者の必要に応じてデータベースにアクセスできる機会を
与えることにより、長期間にわたる生活習慣病の克服や健康維持・改善等を目指す検診者
にとって好適の資料を提供することまでも可能とする巡回移動式検診システムを構築する
ものである。
【産業上の利用可能性】
【００３２】
　この発明では、定期的又は不定期に検診を必要としているか、又は適宜に健康診断によ
る検診を希望している者が、病院などの通常の検診機器を備えた場所でなく、現地、例え
ば検診者の勤務場所あるいは住居地の近辺で、定期的又は不定期に総合的な検診を受ける
ことができる巡回移動式検診システムであるから、検診希望者の利便性がきわめて高い。
また、その場で簡単に検診を受けられるから、予防以外の面からみても、必要性が高く、
社会的貢献度は大である。また、本発明では、このような巡回移動式検診システム採用に
よって、容易に、簡便に居住地や勤務地で法定検診や人間ドック検診、その後のアフター
ケアなどを低コストで質の高いものを受診することができるため、疾病の早期発見や生活
習慣病の予防を長期に効果的に継続することが容易となり、結果的に個人、健康保険組合
、政府の医療コストの低減に大きく寄与せしめることができる。なお、本システムの一部
は、適宜、他のシステムの一部として構成してもよいし、他のシステムの一部が、適宜、
検診車本部の本システムの一部として構成してもよい。また、本システムを構成するサブ
システム相互のデータの交換は、相手のシステムとの関係で、適宜、データ記録媒体（Ｆ
ＤＤ，ＭＯ等）を利用してもよい。さらに、本システムの一部を構成する検査装置は、適
宜、Digital Radiography,Image Intensifier Digital Radiography,Computed Radiograp
hyなどを利用してもよい。



(11) JP 4838194 B2 2011.12.14

10

20

30

40

50

【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】巡回移動式検診システム概要図
【図２】移動検診車見取り図
【符号の説明】
【００３４】
１ 移動検診車
１１通信制御装置
１２記録装置
１３ファイル装置
１４ＣＰＵ
１５出力装置
１６入力装置
１７表示装置
１８超音波検査装置
１９直接Ｘ線検査装置
２ 検診車本部
２１通信制御装置
２２記憶装置
２３ファイル装置
２５出力装置
２６入力装置
２７表示装置
３ 被検診者
３１通信制御装置
３２記憶装置
３３入力装置
３４表示装置
４ 読影機関
４１通信制御装置
４２記録手段
４３ファイル装置
５ 検査機関
５１通信制御装置
５３ファイル装置
６ 通信回線
７ ＰＣ
７３ファイル装置
７６入力装置尾
１００コンピューター制御部
１０１運転室
１０２制御室
１０３検診室
１０４Ｘ線制御部
１０５超音波制御部及び聴力検査制御部
１０６超音波信号発生部及び検出部
１０７ Ｘ線撮影室
１０８Ｘ線発生部
１０９Ｘ線撮影台
１１０保管・搬送スペース
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